
基本目標１　子どもの最善の利益を実現する社会づくり　　　　　　　

基本目標2　安心・安全な母子保健医療のしくみづくり　　　　

基本目標3　働きながら子育てできる社会づくり　　　　　　　

基本目標4　すべての家庭の子育てを支援するしくみづくり　　

基本目標5　特別な配慮を要する子どもを支えるしくみづくり　

基本目標6　子どもが豊かに育つ環境づくり　　　　　　　　　

基本目標7　子どもと子育て家庭が暮らしやすいまちづくり　　　　
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具体的な施策の展開

第3 章

第３章では、第２章で記載した「施策体系」に基づき、具体的
な事業を掲載しました。

「課題と方針」　
　基本目標ごとに、今後重要となる課題と事業を展開していく
うえでの方針を記載しました。　　
「重点項目」
　基本目標の趣旨をより反映した事業を重点項目として設定し、
後期計画を進めていく中で、より積極的に取り組んでいく事業
と位置づけました。
※22年度以降に新たに開始する事業は「新規」と表記しています。

「基本施策と個別事業」
　基本施策ごとに、個別の計画事業を掲載しました。
※22年度以降に新たに開始する事業は「新規」と表記しています。

「目標値」
　設定が可能な事業については、達成年度と目標値を設定し
ました。

（担当部の記載について）
「総」総務局　　「市」市民まちづくり局　　「保」保健福祉局　　「子」子ども未来局
「環」環境局　　「経」経済局　　　　 　「観」観光文化局　　「建」建設局　
「都」都市局　　「交」交通局　　　　  　「水」水道局　      　「消」消防局　　「教」教育委員会
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子どもの最善の利益を実現する社会づくり
課題と方針
　札幌市は、平成21年4月1日に、「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例（子ど
もの権利条例）」を施行しました。
　この条例は、国連が採択した「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」が保障する「子
どもの権利」をより具体的に分かりやすく定めるとともに、大人が、子どもの最善の利益の実現のた
めに、子どもの育ちを支援していく役割を担うことを明らかにしています。
　札幌市では、これまでの条例制定に向けた取り組みを通して「子どもの権利」の普及啓発を進め
てきました。子どもの権利条約を「知っている」子ども（中･高校生）は、29.2％（平成15年）から
42.1％（平成19年）に増加しています。
　子どもの最善の利益が実現する社会づくりを進めるためには、社会全体が子どもの権利の重要
性を理解することが必要であることから、今後も、より一層の理解促進に努めていきます。
　また、子どもが生き生きと過ごし、自立した社会性のある大人へと成長発達することができるよう、
条例に定める４つの権利（「安心して生きる」「自分らしく生きる」「豊かに育つ」「参加する」）の推
進に向け、札幌市の様々な取り組みに子どもの権利の視点を反映していくことが大切です。特に、
子どもの育ちについての様々な問題を改善していくためには、「安心して生きること」の保障はもち
ろんのこと、子ども参加の促進、自発的活動の支援や体験機会の充実など、子どもの育ちに関する
最も基本的な環境支援を、より一層促進していく必要があります。こうした支援により、子どもが、権
利の正しい行使のしかたを身につけていくとともに、自立性や社会性がはぐくまれ、将来の札幌のま
ちづくりを担う大人へと成長していくものと考えられます。
　さらに、権利を侵害された子どもを救済するために、救済の申立てに対応する「子どもの権利救
済機関（子どもアシストセンター）」の運営を引き続き行うとともに、いじめ対策などの充実を進めます。
　こうした施策を実現するため、推進計画の策定や、「子ども権利委員会」における子どもの権利
の保障状況の検証などにより、子どもの権利保障のより一層の推進に向けて取り組みます。

　また、「児童虐待」は、子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与える、深刻な権利
侵害ですが、第２章（31ページ）でみたように、札幌市児童相談所で扱う児童虐待件数は年々増
加し、平成20年度には年間621件となっております。これは、平成15年度（205件）の約３倍です。
（31ページ表５）（図38）
　さらに、社会状況を反映して、内容も深刻化・複雑化し、解決に困難を要する事例も増えている
状況です。
　児童虐待防止法の改正により、虐待対応に係る児童相談所の権限はさらに強化され、札幌市
では、これまでも児童福祉司の増員等、子どもの安全を守るための様々な取り組みを進めてきました
が、児童相談所が児童虐待に対応する専門機関としての役割を十分に発揮できるようにするため
には、児童相談所の体制及び区や関係機関との連携を含めたあり方を検討し、必要な拡充・整備
を進めていく必要があります。
　また、虐待予防・虐待の早期発見・早期対応・被虐待児の保護といった一連の取り組みに際し
ては、子どもに関係する様々な機関が連携したネットワーク型の支援システムを構築する必要があ
ります。各機関が「子どもを虐待から守る」という共通の目的のもとに連携し、問題点を共有し、適切
に役割分担を果たしながら、問題解決に取り組まなければなりません。そのため、札幌市では、関係
機関が情報を共有し、適切な連携・協力を行う「要保護児童対策地域協議会」をネットワークの基
盤とすることにより、効果的で緊密な連携を進めていきます。
　また、社会保障審議会児童部会による児童虐待死亡事例の検証結果では、虐待により死亡し
た子どものうち約４割が０歳児であり、３歳児までで約８割を占めています。（平成20年6月「第１次
報告から第４次報告までの子ども虐待による死亡事例等の検証結果総括報告」）　これまでも札
幌市では、「乳児家庭全戸訪問事業」や「保健と医療が連携した育児支援ネットワーク事業」等、
様々な母子保健施策を実施し、乳幼児を育てる家庭の育児不安の軽減や児童虐待の予防に努
めております。今後は、特に妊娠期からのきめ細やかな相談体制を整備するとともに、出産、育児に
不安を抱える妊婦に対しては、継続的な支援を行い、児童虐待の発生予防に努めます。

基本目標１

重点項目３　子どもの自発的活動及び体験活動の支援の充実　［施策1］

　学校や地域において、次代を担う子どもが、自立性や社会性などを身に付け、豊かな人間性をはぐ
くむことができるよう、野外活動・生活体験・異文化交流・異世代交流など、多様な体験型の活動を
提供します。
　また、すべての学びの基盤であり、探究心や豊かな心をはぐくみ、子どもの可能性を広げることにつ
ながる読書環境の充実などや、子どもの創造性をはぐくむプレーパーク（冒険遊び場）づくりなど、子
育て・子育ちに取り組む地域や市民団体の活動などと連携をはかり、子どもが主体的に学び、体験
する機会を増やすよう努めます。
　さらには、成長発達の段階に応じて、子どもが、働くことの意義や社会における役割などについて
理解し、認識を深めることができるよう、職業体験の機会の充実に努めます。

子）子ども育成部　教）学校教育部

重点項目２　子ども参加の促進　[施策１]

　札幌市では、未来を担う子どもたちに札幌のまちづくりについて考えてもらい、市政への参加と理
解を促進する機会として子ども議会を開催するなど、子ども参加を進めています。また、学齢期の子ど
もが多くの時間を過ごす学校においても、児童会・生徒会活動を中心として、子どもの自主的な取り
組みが進められています。
　市政をはじめあらゆる場面での子ども参加をより一層推進するために、参加の機会の充実を図る
とともに、学校や地域などで子どもと深く関わる活動を行っている大人を対象として、子ども参加の支
援を内容とした講座を開設するなど、地域に根ざした子ども参加の取り組みを推進します。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　

子）子ども育成部　教）学校教育部

重点項目１　子どもの権利に関する推進計画の策定　[施策１]

　平成21年４月に施行した「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」に基づき、
子どもの権利に関する推進計画を策定します。また、子どもの権利委員会を開催し、施策の充実を
図るとともに検証を行います。
【計画策定】Ｈ22年度：策定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　
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図37　「子どもの権利条約」の認知度（中学生・高校生） 図38　児童虐待件数の推移
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子どもの最善の利益を実現する社会づくり
課題と方針
　札幌市は、平成21年4月1日に、「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例（子ど
もの権利条例）」を施行しました。
　この条例は、国連が採択した「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」が保障する「子
どもの権利」をより具体的に分かりやすく定めるとともに、大人が、子どもの最善の利益の実現のた
めに、子どもの育ちを支援していく役割を担うことを明らかにしています。
　札幌市では、これまでの条例制定に向けた取り組みを通して「子どもの権利」の普及啓発を進め
てきました。子どもの権利条約を「知っている」子ども（中･高校生）は、29.2％（平成15年）から
42.1％（平成19年）に増加しています。
　子どもの最善の利益が実現する社会づくりを進めるためには、社会全体が子どもの権利の重要
性を理解することが必要であることから、今後も、より一層の理解促進に努めていきます。
　また、子どもが生き生きと過ごし、自立した社会性のある大人へと成長発達することができるよう、
条例に定める４つの権利（「安心して生きる」「自分らしく生きる」「豊かに育つ」「参加する」）の推
進に向け、札幌市の様々な取り組みに子どもの権利の視点を反映していくことが大切です。特に、
子どもの育ちについての様々な問題を改善していくためには、「安心して生きること」の保障はもち
ろんのこと、子ども参加の促進、自発的活動の支援や体験機会の充実など、子どもの育ちに関する
最も基本的な環境支援を、より一層促進していく必要があります。こうした支援により、子どもが、権
利の正しい行使のしかたを身につけていくとともに、自立性や社会性がはぐくまれ、将来の札幌のま
ちづくりを担う大人へと成長していくものと考えられます。
　さらに、権利を侵害された子どもを救済するために、救済の申立てに対応する「子どもの権利救
済機関（子どもアシストセンター）」の運営を引き続き行うとともに、いじめ対策などの充実を進めます。
　こうした施策を実現するため、推進計画の策定や、「子ども権利委員会」における子どもの権利
の保障状況の検証などにより、子どもの権利保障のより一層の推進に向けて取り組みます。

　また、「児童虐待」は、子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与える、深刻な権利
侵害ですが、第２章（31ページ）でみたように、札幌市児童相談所で扱う児童虐待件数は年々増
加し、平成20年度には年間621件となっております。これは、平成15年度（205件）の約３倍です。
（31ページ表５）（図38）
　さらに、社会状況を反映して、内容も深刻化・複雑化し、解決に困難を要する事例も増えている
状況です。
　児童虐待防止法の改正により、虐待対応に係る児童相談所の権限はさらに強化され、札幌市
では、これまでも児童福祉司の増員等、子どもの安全を守るための様々な取り組みを進めてきました
が、児童相談所が児童虐待に対応する専門機関としての役割を十分に発揮できるようにするため
には、児童相談所の体制及び区や関係機関との連携を含めたあり方を検討し、必要な拡充・整備
を進めていく必要があります。
　また、虐待予防・虐待の早期発見・早期対応・被虐待児の保護といった一連の取り組みに際し
ては、子どもに関係する様々な機関が連携したネットワーク型の支援システムを構築する必要があ
ります。各機関が「子どもを虐待から守る」という共通の目的のもとに連携し、問題点を共有し、適切
に役割分担を果たしながら、問題解決に取り組まなければなりません。そのため、札幌市では、関係
機関が情報を共有し、適切な連携・協力を行う「要保護児童対策地域協議会」をネットワークの基
盤とすることにより、効果的で緊密な連携を進めていきます。
　また、社会保障審議会児童部会による児童虐待死亡事例の検証結果では、虐待により死亡し
た子どものうち約４割が０歳児であり、３歳児までで約８割を占めています。（平成20年6月「第１次
報告から第４次報告までの子ども虐待による死亡事例等の検証結果総括報告」）　これまでも札
幌市では、「乳児家庭全戸訪問事業」や「保健と医療が連携した育児支援ネットワーク事業」等、
様々な母子保健施策を実施し、乳幼児を育てる家庭の育児不安の軽減や児童虐待の予防に努
めております。今後は、特に妊娠期からのきめ細やかな相談体制を整備するとともに、出産、育児に
不安を抱える妊婦に対しては、継続的な支援を行い、児童虐待の発生予防に努めます。

基本目標１

重点項目３　子どもの自発的活動及び体験活動の支援の充実　［施策1］

　学校や地域において、次代を担う子どもが、自立性や社会性などを身に付け、豊かな人間性をはぐ
くむことができるよう、野外活動・生活体験・異文化交流・異世代交流など、多様な体験型の活動を
提供します。
　また、すべての学びの基盤であり、探究心や豊かな心をはぐくみ、子どもの可能性を広げることにつ
ながる読書環境の充実などや、子どもの創造性をはぐくむプレーパーク（冒険遊び場）づくりなど、子
育て・子育ちに取り組む地域や市民団体の活動などと連携をはかり、子どもが主体的に学び、体験
する機会を増やすよう努めます。
　さらには、成長発達の段階に応じて、子どもが、働くことの意義や社会における役割などについて
理解し、認識を深めることができるよう、職業体験の機会の充実に努めます。

子）子ども育成部　教）学校教育部

重点項目２　子ども参加の促進　[施策１]

　札幌市では、未来を担う子どもたちに札幌のまちづくりについて考えてもらい、市政への参加と理
解を促進する機会として子ども議会を開催するなど、子ども参加を進めています。また、学齢期の子ど
もが多くの時間を過ごす学校においても、児童会・生徒会活動を中心として、子どもの自主的な取り
組みが進められています。
　市政をはじめあらゆる場面での子ども参加をより一層推進するために、参加の機会の充実を図る
とともに、学校や地域などで子どもと深く関わる活動を行っている大人を対象として、子ども参加の支
援を内容とした講座を開設するなど、地域に根ざした子ども参加の取り組みを推進します。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　

子）子ども育成部　教）学校教育部

重点項目１　子どもの権利に関する推進計画の策定　[施策１]

　平成21年４月に施行した「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」に基づき、
子どもの権利に関する推進計画を策定します。また、子どもの権利委員会を開催し、施策の充実を
図るとともに検証を行います。
【計画策定】Ｈ22年度：策定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　
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重点項目４　子どもの権利の救済（子どもアシストセンター）　[施策1]

　子どもの権利救済機関（子どもアシストセンター）は、権利侵害からの迅速かつ適切な救済を図り、
公的第三者の立場で、子ども自身や保護者等からの相談を受け助言や支援を行います。また、救済
の申立て又は自己の発意に基づき、調査・調整、勧告、是正要請、制度の改善を求める意見の表明
等を行います。
　子どもや保護者等を対象とした相談窓口をはじめとする各種関係機関との情報共有と効果的な
役割分担のもとに、相互の連携を強化しながら、この救済機関の適切な運用をはかります。
　また、「子ども・若者育成支援推進法」の施行を踏まえ、子どもに関する相談機関として、若者支援
総合センターなど若者支援に関わる機関とも連携を図り、困難を抱える子どもたちの継続的な支援
に取り組んでいきます。

子）子どもの権利救済事務局

重点項目５　児童福祉相談・支援体制の強化　[施策２]

①児童相談所の将来構想策定事業
　児童相談所は、子どもの福祉を図り権利を擁護するため多くの権限を有している専門機関であ
り、児童虐待に対応する中核的な機関です。児童虐待が急増及び複雑化する中で、児童相談所
が、速やかに適切な判断を行い、その機能を十分に発揮できるしくみを構築する必要があります。
　そのため、施設・設備の拡充や専門職の増員を視野に入れた「児童相談所のあるべき姿（将来構
想）」を策定し、機能強化を進めていきます。
②区における児童福祉相談・支援体制の強化
　関係機関との連携の面では、児童相談所が専門機関としてその機能をより発揮し、児童福祉に
かかる様々な機関との効果的な連携が図られるよう、児童相談所及び区における児童福祉相談・
支援体制を強化していきます。

子）児童福祉総合センター

重点項目6　要保護児童対策地域協議会　[施策２]

　被虐待児の早期発見や適切な保護を図るため、関係機関が情報等を共有し、適切な連携・協力
の下で対応していくことを目的に、児童福祉法（第２５条の２）において規定された要保護児童対策
地域協議会を設置・運営します。なお、協議対象者を、要保護児童のほか、要支援児童、特定妊婦
へと順次拡大するとともに、区保健センターが実施する「区要保護児童対策地域協議会」との連携
を強化します。

子）児童福祉総合センター

重点項目７　母子保健訪問指導事業　[施策２]
　　　　　  （乳児家庭全戸訪問事業）

　妊娠・出産・育児に関する正しい知識の普及と疾病・異常の早期発見及び育児不安の軽減、児童
虐待予防のため、妊産婦・新生児等に対し、保健師・助産師による訪問指導を行います。特に、支援を
必要とする妊婦への訪問指導を強化することで、妊娠期からの一貫した支援を進めていきます。
【新生児訪問実施率】Ｈ20年度：91.0％⇒Ｈ26年度：増やす
【妊婦への訪問実施延数】Ｈ20年度：115人⇒Ｈ26年度：増やす

保）保健所

子）子ども育成部

子）子ども育成部

教）学校教育部

子）子ども育成部

教）学校教育部

子）子ども育成部

教）学校教育部

子）子ども育成部

子）子どもの権利

救済事務局

教）学校教育部

基本施策１　子どもの健やかな育ちを支援する環境の充実
　「子どもの権利条例」を実効性あるものとするために、普及啓発に努めるほか、子どもの参加の
促進、子どもの自発的活動及び体験活動の支援の充実など、子どもの育ちに関する支援に取り組
みます。
　また、救済機関において相談を受け、救済の申立てに対応することで、権利が保障されるしくみを
より一層確かなものにしていきます。
　こうした取り組みを着実に進めるために、推進計画を策定するとともに、「子どもの権利委員会」
を開催し、施策についての検証を行います。

子どもの権利に関する
推進計画の策定

子どもの権利理解促進
事業

子ども参加の促進

子どもの自発的活動及び
体験活動の支援の充実

安全で安心な居場所
づくりの促進

子どもの権利の救済
（子どもアシストセンター）

いじめ、不登校、虐待等
関連事業

重点項目１を参照（41ページ）

　子どもの権利が保障されるためには、子ども
はもちろん、大人がその重要性を理解し、子ど
もと向き合い、育ちを支えていくことが必要であ
る。「子どもの権利条例」の趣旨が正しく理解さ
れるよう、条例に規定する「さっぽろ子どもの権
利の日」に関する事業など、広報、啓発、研修等
を行う。

重点項目２を参照（41ページ）

重点項目３を参照（41ページ）

　子どもの成長・発達にとって、子ども自身が
安心して人間関係を築き、自己肯定感を高め、
自分らしさを確立していくことのできる、心や体
の居場所があることはとても重要である。
札幌市では、子どもの安全で安心な居場所とし
て、児童会館やミニ児童会館の整備を進めて
おり、こうした場において活発な子どもの活動
が行われるよう進めるとともに、地域などで行わ
れている文化・スポーツ・サークル・ボランティア
活動なども、子どもにとっての大切な居場所で
あることから、この意義について理解促進を図
ることにより、取り組みを促進する。

重点項目４を参照（42ページ）

重点項目27を参照（68ページ）

番号 　　　     事業名 　　　　　                　　　　事業内容/達成目標　          　　　　　　　　 　  担当部

1-1-1

1-1-2

1-1-3

1-1-4

1-1-5

1-1-6

1-1-7
再掲

（6-1-16）

新規
新規
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重点項目４　子どもの権利の救済（子どもアシストセンター）　[施策1]

　子どもの権利救済機関（子どもアシストセンター）は、権利侵害からの迅速かつ適切な救済を図り、
公的第三者の立場で、子ども自身や保護者等からの相談を受け助言や支援を行います。また、救済
の申立て又は自己の発意に基づき、調査・調整、勧告、是正要請、制度の改善を求める意見の表明
等を行います。
　子どもや保護者等を対象とした相談窓口をはじめとする各種関係機関との情報共有と効果的な
役割分担のもとに、相互の連携を強化しながら、この救済機関の適切な運用をはかります。
　また、「子ども・若者育成支援推進法」の施行を踏まえ、子どもに関する相談機関として、若者支援
総合センターなど若者支援に関わる機関とも連携を図り、困難を抱える子どもたちの継続的な支援
に取り組んでいきます。

子）子どもの権利救済事務局

重点項目５　児童福祉相談・支援体制の強化　[施策２]

①児童相談所の将来構想策定事業
　児童相談所は、子どもの福祉を図り権利を擁護するため多くの権限を有している専門機関であ
り、児童虐待に対応する中核的な機関です。児童虐待が急増及び複雑化する中で、児童相談所
が、速やかに適切な判断を行い、その機能を十分に発揮できるしくみを構築する必要があります。
　そのため、施設・設備の拡充や専門職の増員を視野に入れた「児童相談所のあるべき姿（将来構
想）」を策定し、機能強化を進めていきます。
②区における児童福祉相談・支援体制の強化
　関係機関との連携の面では、児童相談所が専門機関としてその機能をより発揮し、児童福祉に
かかる様々な機関との効果的な連携が図られるよう、児童相談所及び区における児童福祉相談・
支援体制を強化していきます。

子）児童福祉総合センター

重点項目6　要保護児童対策地域協議会　[施策２]

　被虐待児の早期発見や適切な保護を図るため、関係機関が情報等を共有し、適切な連携・協力
の下で対応していくことを目的に、児童福祉法（第２５条の２）において規定された要保護児童対策
地域協議会を設置・運営します。なお、協議対象者を、要保護児童のほか、要支援児童、特定妊婦
へと順次拡大するとともに、区保健センターが実施する「区要保護児童対策地域協議会」との連携
を強化します。

子）児童福祉総合センター

重点項目７　母子保健訪問指導事業　[施策２]
　　　　　  （乳児家庭全戸訪問事業）

　妊娠・出産・育児に関する正しい知識の普及と疾病・異常の早期発見及び育児不安の軽減、児童
虐待予防のため、妊産婦・新生児等に対し、保健師・助産師による訪問指導を行います。特に、支援を
必要とする妊婦への訪問指導を強化することで、妊娠期からの一貫した支援を進めていきます。
【新生児訪問実施率】Ｈ20年度：91.0％⇒Ｈ26年度：増やす
【妊婦への訪問実施延数】Ｈ20年度：115人⇒Ｈ26年度：増やす

保）保健所

子）子ども育成部

子）子ども育成部

教）学校教育部

子）子ども育成部

教）学校教育部

子）子ども育成部

教）学校教育部

子）子ども育成部

子）子どもの権利

救済事務局

教）学校教育部

基本施策１　子どもの健やかな育ちを支援する環境の充実
　「子どもの権利条例」を実効性あるものとするために、普及啓発に努めるほか、子どもの参加の
促進、子どもの自発的活動及び体験活動の支援の充実など、子どもの育ちに関する支援に取り組
みます。
　また、救済機関において相談を受け、救済の申立てに対応することで、権利が保障されるしくみを
より一層確かなものにしていきます。
　こうした取り組みを着実に進めるために、推進計画を策定するとともに、「子どもの権利委員会」
を開催し、施策についての検証を行います。

子どもの権利に関する
推進計画の策定

子どもの権利理解促進
事業

子ども参加の促進

子どもの自発的活動及び
体験活動の支援の充実

安全で安心な居場所
づくりの促進

子どもの権利の救済
（子どもアシストセンター）

いじめ、不登校、虐待等
関連事業

重点項目１を参照（41ページ）

　子どもの権利が保障されるためには、子ども
はもちろん、大人がその重要性を理解し、子ど
もと向き合い、育ちを支えていくことが必要であ
る。「子どもの権利条例」の趣旨が正しく理解さ
れるよう、条例に規定する「さっぽろ子どもの権
利の日」に関する事業など、広報、啓発、研修等
を行う。

重点項目２を参照（41ページ）

重点項目３を参照（41ページ）

　子どもの成長・発達にとって、子ども自身が
安心して人間関係を築き、自己肯定感を高め、
自分らしさを確立していくことのできる、心や体
の居場所があることはとても重要である。
札幌市では、子どもの安全で安心な居場所とし
て、児童会館やミニ児童会館の整備を進めて
おり、こうした場において活発な子どもの活動
が行われるよう進めるとともに、地域などで行わ
れている文化・スポーツ・サークル・ボランティア
活動なども、子どもにとっての大切な居場所で
あることから、この意義について理解促進を図
ることにより、取り組みを促進する。

重点項目４を参照（42ページ）

重点項目27を参照（68ページ）

番号 　　　     事業名 　　　　　                　　　　事業内容/達成目標　          　　　　　　　　 　  担当部

1-1-1

1-1-2

1-1-3

1-1-4

1-1-5

1-1-6

1-1-7
再掲

（6-1-16）

新規
新規
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子）児童福祉総合

　 センター

子）児童福祉総合

　 センター

子）児童福祉総合

　 センター

子）児童福祉

     総合センター

子）児童福祉

　  総合センター

教）学校教育部

基本施策２　子どもが虐待から守られるしくみづくり
　妊娠期から適切な情報提供や継続した支援を行うことにより、育児不安の軽減を図り、虐待の
予防に努めます。特に出産後については、生後４か月までの乳児を育てている全ての家庭を訪問
し、育児に関する助言や情報提供を行い、きめ細やかに子育て家庭を支援します。
　また、地域ぐるみで子どもを守るために、地域単位のネットワークや市単位のネットワークを充実さ
せるほか、地域で虐待の予防・発見のために活動する「地域協力員」を養成していきます。

児童福祉相談・
支援体制の強化

児童虐待予防地域協力
員養成事業

夜間・休日の児童虐待通
告等に関する初期調査

要保護児童対策地域協
議会

区要保護児童対策地域
協議会

いじめ・不登校・虐待等関
連事業

重点項目５を参照（42ページ）

　民生・児童委員、主任児童委員、青少年育成委
員、教員、保育士、幼稚園教諭等に対して研修会
を行い、児童虐待予防地域協力員を養成する。
【児童虐待予防地域協力員数（累計）】
Ｈ20年度：8,115人⇒Ｈ26年度：10,000人

　虐待通告後48時間以内に児童の安全を確認
するため、夜間・休日の虐待通告に係る初期対応
を、児童家庭支援センターにおいて実施する。

重点項目６を参照（42ページ）

　各区において、児童虐待など要保護児童の早
期発見及び円滑な支援を行う地域ネットワークを
構築するために、関係機関代表者による連絡調
整会議、事例検討会、研修会等を行う。
　関係機関の連携をより強化するため、児童福
祉総合センターで実施する「要保護児童対策地
域協議会」と連携強化する。

重点項目27を参照（68ページ）

番号 　　　      事業名 　　　　　　　　　　               事業内容/達成目標　　　　　　　　　              担当部

番号 　　　      事業名 　　　　　　　　　　               事業内容/達成目標　　　　　　　　　              担当部

1-2-1

1-2-2

1-2-3

1-2-4

1-2-5

1-2-6
再掲
(6-1-16)

■■ 虐待の早期発見・早期対応に向けた取り組み 【札幌市の児童虐待対応】

保）保健所

保）保健所

保）保健所

子）児童福祉総合
    センター

妊婦支援相談事業

母子保健訪問指導事業
（乳児家庭全戸訪問事業）

保健と医療が連携した育
児支援ネットワーク事業
（育児支援家庭訪問事業）

育児不安保護者支援事業
（コモンセンス・ペアレン
ティング）

重点項目９を参照（46ページ）

重点項目７を参照（42ページ）

　育児不安の軽減及び児童虐待発生予防のた
めに、市内の医療機関において「育児支援が必
要」と判断された親子に対し、医療機関と保健セ
ンターが連携を図りながら家庭訪問等による育
児支援を行う。
【医療機関からの情報提供数】
Ｈ20年度：320件⇒Ｈ26年度：増やす

　育児不安を抱える保護者や虐待的関わりをし
てしまう父母等に対して、コモンセンス・ペアレン
ティングの方法を用いた子育てプログラムを提
供し、親子関係の改善を図る。
【参加者数】Ｈ20年度：3人⇒Ｈ26年度：10人

1-2-7
再掲
(2-1-4)

1-2-8

1-2-9

1-2-10

■■ 育児不安を抱える家庭への支援

 [コモンセンス・ペアレンティング]
　行動療法の理論背景をもとに、子どもの問題行動を減らし、望ましい行動を効果的にしつけられる教
育的なスキルを保護者に身に付けてもらうことで、虐待の予防を図るプログラムのこと

虐待が起きている
（起きている恐れのある）家庭

家族関係の回復

近隣住民など
虐待を発見した市民

区要保護児童対策
地域協議会

地
域
で
の
虐
待
防
止
・
早
期
発
見

専
門
機
関
に
よ
る
児
童
の
保
護
・
方
針
決
定

子
ど
も
・
家
庭
へ
の
支
援

区保健福祉部
健康・子ども課

（区要保護児童対策
   地域協議会事務局）
保健師・家庭児童相談員等

児童虐待予防地域協力員

民生・児童委員

その他の関係機関・団体

学校・保育所・幼稚園等

警 察 児童家庭支援センター

虐待通告・相談の受理

関係機関からの
情報収集
判定・診断など

立入調査

一時保護援助方針の決定

自立に向けた支援
（自立援助ホーム等）

在宅による援助
（関係機関が連携して
継続的に援助・見守り）

里親・児童養護施設等
（子どものケア）
（親子関係の調整）

家庭裁判所での審判

札
幌
市
児
童
相
談
所

緊急性の判断

通告

通告通告

通告通告 夜間休日の
初期調査

情報収集など

相談 発見

発見

通告

緊急性が高くない 緊急性が高い

親の同意なし

家庭に戻れない場合

親の同意あり

区単位の
ネットワーク
●情報の共有
●被虐待児等の状  
  況把握
●支援方針の決定
●役割分担と進行
  管理
●ケースカンファレ
   ンス

要保護児童対策
地域協議会

市全体の
ネットワーク
支援に関するシ
ステム全体に関
する協議

通告

相談

調
整

報
告

新規

新規
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子）児童福祉総合

　 センター

子）児童福祉総合

　 センター

子）児童福祉総合

　 センター

子）児童福祉

     総合センター

子）児童福祉

　  総合センター

教）学校教育部

基本施策２　子どもが虐待から守られるしくみづくり
　妊娠期から適切な情報提供や継続した支援を行うことにより、育児不安の軽減を図り、虐待の
予防に努めます。特に出産後については、生後４か月までの乳児を育てている全ての家庭を訪問
し、育児に関する助言や情報提供を行い、きめ細やかに子育て家庭を支援します。
　また、地域ぐるみで子どもを守るために、地域単位のネットワークや市単位のネットワークを充実さ
せるほか、地域で虐待の予防・発見のために活動する「地域協力員」を養成していきます。

児童福祉相談・
支援体制の強化

児童虐待予防地域協力
員養成事業

夜間・休日の児童虐待通
告等に関する初期調査

要保護児童対策地域協
議会

区要保護児童対策地域
協議会

いじめ・不登校・虐待等関
連事業

重点項目５を参照（42ページ）

　民生・児童委員、主任児童委員、青少年育成委
員、教員、保育士、幼稚園教諭等に対して研修会
を行い、児童虐待予防地域協力員を養成する。
【児童虐待予防地域協力員数（累計）】
Ｈ20年度：8,115人⇒Ｈ26年度：10,000人

　虐待通告後48時間以内に児童の安全を確認
するため、夜間・休日の虐待通告に係る初期対応
を、児童家庭支援センターにおいて実施する。

重点項目６を参照（42ページ）

　各区において、児童虐待など要保護児童の早
期発見及び円滑な支援を行う地域ネットワークを
構築するために、関係機関代表者による連絡調
整会議、事例検討会、研修会等を行う。
　関係機関の連携をより強化するため、児童福
祉総合センターで実施する「要保護児童対策地
域協議会」と連携強化する。

重点項目27を参照（68ページ）

番号 　　　      事業名 　　　　　　　　　　               事業内容/達成目標　　　　　　　　　              担当部

番号 　　　      事業名 　　　　　　　　　　               事業内容/達成目標　　　　　　　　　              担当部

1-2-1

1-2-2

1-2-3

1-2-4

1-2-5

1-2-6
再掲
(6-1-16)

■■ 虐待の早期発見・早期対応に向けた取り組み 【札幌市の児童虐待対応】

保）保健所

保）保健所

保）保健所

子）児童福祉総合
    センター

妊婦支援相談事業

母子保健訪問指導事業
（乳児家庭全戸訪問事業）

保健と医療が連携した育
児支援ネットワーク事業
（育児支援家庭訪問事業）

育児不安保護者支援事業
（コモンセンス・ペアレン
ティング）

重点項目９を参照（46ページ）

重点項目７を参照（42ページ）

　育児不安の軽減及び児童虐待発生予防のた
めに、市内の医療機関において「育児支援が必
要」と判断された親子に対し、医療機関と保健セ
ンターが連携を図りながら家庭訪問等による育
児支援を行う。
【医療機関からの情報提供数】
Ｈ20年度：320件⇒Ｈ26年度：増やす

　育児不安を抱える保護者や虐待的関わりをし
てしまう父母等に対して、コモンセンス・ペアレン
ティングの方法を用いた子育てプログラムを提
供し、親子関係の改善を図る。
【参加者数】Ｈ20年度：3人⇒Ｈ26年度：10人

1-2-7
再掲
(2-1-4)

1-2-8

1-2-9

1-2-10

■■ 育児不安を抱える家庭への支援

 [コモンセンス・ペアレンティング]
　行動療法の理論背景をもとに、子どもの問題行動を減らし、望ましい行動を効果的にしつけられる教
育的なスキルを保護者に身に付けてもらうことで、虐待の予防を図るプログラムのこと

虐待が起きている
（起きている恐れのある）家庭

家族関係の回復

近隣住民など
虐待を発見した市民

区要保護児童対策
地域協議会

地
域
で
の
虐
待
防
止
・
早
期
発
見

専
門
機
関
に
よ
る
児
童
の
保
護
・
方
針
決
定

子
ど
も
・
家
庭
へ
の
支
援

区保健福祉部
健康・子ども課

（区要保護児童対策
   地域協議会事務局）
保健師・家庭児童相談員等

児童虐待予防地域協力員

民生・児童委員

その他の関係機関・団体

学校・保育所・幼稚園等

警 察 児童家庭支援センター

虐待通告・相談の受理

関係機関からの
情報収集
判定・診断など

立入調査

一時保護援助方針の決定

自立に向けた支援
（自立援助ホーム等）

在宅による援助
（関係機関が連携して
継続的に援助・見守り）

里親・児童養護施設等
（子どものケア）
（親子関係の調整）

家庭裁判所での審判

札
幌
市
児
童
相
談
所

緊急性の判断

通告

通告通告

通告通告 夜間休日の
初期調査

情報収集など

相談 発見

発見

通告

緊急性が高くない 緊急性が高い

親の同意なし

家庭に戻れない場合

親の同意あり

区単位の
ネットワーク
●情報の共有
●被虐待児等の状  
  況把握
●支援方針の決定
●役割分担と進行
  管理
●ケースカンファレ
   ンス

要保護児童対策
地域協議会

市全体の
ネットワーク
支援に関するシ
ステム全体に関
する協議

通告

相談

調
整

報
告

新規

新規
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安心・安全な母子保健医療のしくみづくり

課題と方針
　近年、少子化・核家族化により、出産や子育てについての知識を習得したり、経験を共有する
場が少なくなっており、出産を控えた夫婦の多くは、不安や悩みを抱え、支援を必要とする場合が
増えています。
　妊娠期の不安はその後の育児にも大きな影響を及ぼすため、それぞれの家庭が抱えている不
安や悩みを把握し、その軽減を図り、安心して出産し子育てできるような、妊娠期から一貫した相談
支援体制を整備することが重要となります。
　札幌市では、妊婦健康診査の公費負担を14回に増やしたほか、全国に先駆けて産婦人科救
急電話相談を実施するなど、周産期の医療体制確保に取り組み、母子ともにより安全に出産でき
る体制を整えてきました。
　しかし、最近は、妊娠中に健康診査を全く受診しない妊婦や十分な回数を受診しない妊婦の存
在が社会問題となっています。
　安全・安心な出産については、有識者等による「札幌市産婦人科救急医療対策協議会」で検
討を進めてきたところであり、この協議会の報告をもとに、今後、妊婦の健康診査未受診を防止す
るために、若い世代への普及啓発等妊婦以外にも対象を広げた社会的な取り組みを推進してい
きます。
　また、近年、不妊で悩む夫婦が増加傾向にありますが、不妊治療の中には医療保険が適用さ
れないものもあり、経済的負担や精神的な負担から治療をあきらめざるを得ない方もいます。
　札幌市では、特定不妊治療費の一部助成や相談体制を整備していますが、今後もこれらの取
組を引き続き推進していく必要があります。
　さらに、生まれてきた子どもが健やかに育つことを目的として実施している、乳幼児健康診査や
各種相談、普及啓発事業についても、より一層、進めていきます。

基本目標2

重点項目８　未受診妊婦防止・解消に向けた普及啓発事業　[施策1］

　母子の安全を確保し、産婦人科医師の負担を軽減するために、妊娠後、出産まで定期的な妊婦
健診を受けないいわゆる「未受診妊婦」の防止及び解消に向けた普及啓発を、平成23年度まで集
中的に実施します。

保）保健所

重点項目９　妊婦支援相談事業　[施策１]　

　保健センターにおいて、母子健康手帳交付時に保健師等が面接し、妊婦の妊娠・出産への
不安軽減を図り、必要な場合には、家庭訪問等により継続的に支援します。
【母子手帳交付時の面接割合】Ｈ26年度：100％

保）保健所

重点項目10　不妊治療支援事業　[施策１]　

　医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定不妊治療（体外受精・顕微授精）にかかる
費用の一部を助成し、不妊に悩む夫婦への支援体制の充実を図ります。　　

保）保健所

保）保健所

重点項目11　産婦人科救急医療運営事業　[施策2]

　産婦人科救急医療機関の空きベッド状況を確認して搬送依頼に迅速に対応する「産婦人科救
急情報オペレーター業務」及び産婦人科疾患に関する相談を受けることで妊婦の不安を解消する
「産婦人科救急電話相談」を引き続き実施していきます。

保）保健所

重点項目12　乳幼児健康診査の充実　[施策３]　

　４か月児、10か月児（再来）、１歳６か月児、３歳児に対する健康診査を保健センターで実施し、「疾
病や障がいの早期発見」「健全な発育・発達の促進」「育児不安の軽減」を図ります。
　なお、３歳児健診時において新たに聴覚障がいの早期発見体制を強化するとともに、未受診者
の状況確認等について、より一層強化していきます。
【健診受診率】　4か月児　　  Ｈ20年度：99.7％⇒Ｈ26年度：現状維持
　　　　　　　1歳6か月児　Ｈ20年度：95.3％⇒Ｈ26年度：増やす
　　　　　　　3歳児　　　 Ｈ20年度：93.9％⇒Ｈ26年度：増やす

保）保健所

保）保健所

保）衛生研究所

基本施策１　安心して妊娠・出産できる体制づくり
　すべての妊婦が、より安全で安心な出産を迎えることができるよう、妊婦健康診査費用の公費負担制
度等を広く周知し、未受診妊婦の解消を図るとともに、妊娠期の不安を軽減する支援、育児に関する知
識や技術の提供など、妊娠期から一貫した相談支援体制の整備に努めます。
　また、子どもを望む夫婦が、あきらめずに不妊治療を続けられるよう、経済的・精神的な支援を続けます。

■■ 安全な妊娠・出産への支援

未受診妊婦防止・解消に向
けた普及啓発事業

妊婦一般健康診査

妊婦甲状腺機能スクリー
ニング

重点項目８を参照（46ページ）

　「より安全で安心な出産」を迎えるために、公
費負担により、14回の健康診査を実施する。

　妊娠初期に甲状腺機能の検査を行って早期
発見・治療することにより、流産や早産、妊娠中
毒症、出生児の甲状腺機能などへの影響を未然
に防止する
【受検率】Ｈ20年度：65.2％⇒Ｈ26年度：70％

番号 　　　      事業名 　　　　　　　　　                  事業内容/達成目標　　　　           　　　　　  担当部

番号 　　　      事業名 　　　　　　　　　                  事業内容/達成目標　　　　           　　　　　  担当部

番号 　　　      事業名 　　　　　　　　　                  事業内容/達成目標　　　　           　　　　　   担当部

2-1-1

2-1-2

2-1-3

保）保健所

保）保健所

保）保健所

保）保健所

■■ 妊娠期の不安軽減・子育ての知識や技術の提供

妊婦支援相談事業

妊産婦・母性・女性の
健康相談

母親教室・両親教室・
ワーキングマタニティ
スクール

マタニティクッキング
教室

重点項目９を参照（46ページ）

　妊娠中や産後の健康管理、思春期の身体と
心の変化、不妊、更年期障害等、女性の健康に
関する相談を保健センターで実施する。
【相談利用者延べ件数】
Ｈ20年度：5,688人⇒Ｈ26年度：増やす

　初めての出産を迎える夫婦に、妊娠・出産・育
児の知識を普及し、親としての意識が高まるよう、
「講義・実習・交流会」等を実施する。
【教室参加者数】
Ｈ20年度：7,895人⇒Ｈ26年度：増やす

　初めての出産を迎える妊婦に、妊娠中の食生
活の重要性を普及啓発する料理教室を保健セ
ンターで実施する。
【開催回数、参加者数】
Ｈ20年度：61回、730人⇒Ｈ26年度：増やす

2-1-4

2-1-5
再掲
（2-3-12）

2-1-6

2-1-7

保）保健所

■■ 不妊治療を受ける夫婦への支援

不妊治療支援事業 重点項目10を参照（46ページ）2-1-8

  

新規

新規
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安心・安全な母子保健医療のしくみづくり

課題と方針
　近年、少子化・核家族化により、出産や子育てについての知識を習得したり、経験を共有する
場が少なくなっており、出産を控えた夫婦の多くは、不安や悩みを抱え、支援を必要とする場合が
増えています。
　妊娠期の不安はその後の育児にも大きな影響を及ぼすため、それぞれの家庭が抱えている不
安や悩みを把握し、その軽減を図り、安心して出産し子育てできるような、妊娠期から一貫した相談
支援体制を整備することが重要となります。
　札幌市では、妊婦健康診査の公費負担を14回に増やしたほか、全国に先駆けて産婦人科救
急電話相談を実施するなど、周産期の医療体制確保に取り組み、母子ともにより安全に出産でき
る体制を整えてきました。
　しかし、最近は、妊娠中に健康診査を全く受診しない妊婦や十分な回数を受診しない妊婦の存
在が社会問題となっています。
　安全・安心な出産については、有識者等による「札幌市産婦人科救急医療対策協議会」で検
討を進めてきたところであり、この協議会の報告をもとに、今後、妊婦の健康診査未受診を防止す
るために、若い世代への普及啓発等妊婦以外にも対象を広げた社会的な取り組みを推進してい
きます。
　また、近年、不妊で悩む夫婦が増加傾向にありますが、不妊治療の中には医療保険が適用さ
れないものもあり、経済的負担や精神的な負担から治療をあきらめざるを得ない方もいます。
　札幌市では、特定不妊治療費の一部助成や相談体制を整備していますが、今後もこれらの取
組を引き続き推進していく必要があります。
　さらに、生まれてきた子どもが健やかに育つことを目的として実施している、乳幼児健康診査や
各種相談、普及啓発事業についても、より一層、進めていきます。

基本目標2

重点項目８　未受診妊婦防止・解消に向けた普及啓発事業　[施策1］

　母子の安全を確保し、産婦人科医師の負担を軽減するために、妊娠後、出産まで定期的な妊婦
健診を受けないいわゆる「未受診妊婦」の防止及び解消に向けた普及啓発を、平成23年度まで集
中的に実施します。

保）保健所

重点項目９　妊婦支援相談事業　[施策１]　

　保健センターにおいて、母子健康手帳交付時に保健師等が面接し、妊婦の妊娠・出産への
不安軽減を図り、必要な場合には、家庭訪問等により継続的に支援します。
【母子手帳交付時の面接割合】Ｈ26年度：100％

保）保健所

重点項目10　不妊治療支援事業　[施策１]　

　医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定不妊治療（体外受精・顕微授精）にかかる
費用の一部を助成し、不妊に悩む夫婦への支援体制の充実を図ります。　　

保）保健所

保）保健所

重点項目11　産婦人科救急医療運営事業　[施策2]

　産婦人科救急医療機関の空きベッド状況を確認して搬送依頼に迅速に対応する「産婦人科救
急情報オペレーター業務」及び産婦人科疾患に関する相談を受けることで妊婦の不安を解消する
「産婦人科救急電話相談」を引き続き実施していきます。

保）保健所

重点項目12　乳幼児健康診査の充実　[施策３]　

　４か月児、10か月児（再来）、１歳６か月児、３歳児に対する健康診査を保健センターで実施し、「疾
病や障がいの早期発見」「健全な発育・発達の促進」「育児不安の軽減」を図ります。
　なお、３歳児健診時において新たに聴覚障がいの早期発見体制を強化するとともに、未受診者
の状況確認等について、より一層強化していきます。
【健診受診率】　4か月児　　  Ｈ20年度：99.7％⇒Ｈ26年度：現状維持
　　　　　　　1歳6か月児　Ｈ20年度：95.3％⇒Ｈ26年度：増やす
　　　　　　　3歳児　　　 Ｈ20年度：93.9％⇒Ｈ26年度：増やす

保）保健所

保）保健所

保）衛生研究所

基本施策１　安心して妊娠・出産できる体制づくり
　すべての妊婦が、より安全で安心な出産を迎えることができるよう、妊婦健康診査費用の公費負担制
度等を広く周知し、未受診妊婦の解消を図るとともに、妊娠期の不安を軽減する支援、育児に関する知
識や技術の提供など、妊娠期から一貫した相談支援体制の整備に努めます。
　また、子どもを望む夫婦が、あきらめずに不妊治療を続けられるよう、経済的・精神的な支援を続けます。

■■ 安全な妊娠・出産への支援

未受診妊婦防止・解消に向
けた普及啓発事業

妊婦一般健康診査

妊婦甲状腺機能スクリー
ニング

重点項目８を参照（46ページ）

　「より安全で安心な出産」を迎えるために、公
費負担により、14回の健康診査を実施する。

　妊娠初期に甲状腺機能の検査を行って早期
発見・治療することにより、流産や早産、妊娠中
毒症、出生児の甲状腺機能などへの影響を未然
に防止する
【受検率】Ｈ20年度：65.2％⇒Ｈ26年度：70％

番号 　　　      事業名 　　　　　　　　　                  事業内容/達成目標　　　　           　　　　　  担当部

番号 　　　      事業名 　　　　　　　　　                  事業内容/達成目標　　　　           　　　　　  担当部

番号 　　　      事業名 　　　　　　　　　                  事業内容/達成目標　　　　           　　　　　   担当部

2-1-1

2-1-2

2-1-3

保）保健所

保）保健所

保）保健所

保）保健所

■■ 妊娠期の不安軽減・子育ての知識や技術の提供

妊婦支援相談事業

妊産婦・母性・女性の
健康相談

母親教室・両親教室・
ワーキングマタニティ
スクール

マタニティクッキング
教室

重点項目９を参照（46ページ）

　妊娠中や産後の健康管理、思春期の身体と
心の変化、不妊、更年期障害等、女性の健康に
関する相談を保健センターで実施する。
【相談利用者延べ件数】
Ｈ20年度：5,688人⇒Ｈ26年度：増やす

　初めての出産を迎える夫婦に、妊娠・出産・育
児の知識を普及し、親としての意識が高まるよう、
「講義・実習・交流会」等を実施する。
【教室参加者数】
Ｈ20年度：7,895人⇒Ｈ26年度：増やす

　初めての出産を迎える妊婦に、妊娠中の食生
活の重要性を普及啓発する料理教室を保健セ
ンターで実施する。
【開催回数、参加者数】
Ｈ20年度：61回、730人⇒Ｈ26年度：増やす

2-1-4

2-1-5
再掲
（2-3-12）

2-1-6

2-1-7

保）保健所

■■ 不妊治療を受ける夫婦への支援

不妊治療支援事業 重点項目10を参照（46ページ）2-1-8
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保）保健所

保）保健所

保）保健所

保）保健所

保）保健所

子）児童福祉

　  総合センター

保）保険医療・

    収納対策部

基本施策２　周産期医療及び小児医療体制の充実
  産婦人科疾患についての相談を受けることで妊婦の不安を軽減するとともに、産婦人科救急患
者が迅速に適切な治療を受けられる体制を、引き続き継続していきます。
　また、子どもの医療については、夜間・休日の救急医療体制を確保するほか、医療費を助成する
ことで、安心して医療を受けられる体制を維持します。

産婦人科救急医療
運営事業

夜間急病センター

土曜午後・休日救急当番
運営事業

二次救急医療機関運営
事業

小児慢性特定疾患対策の
充実

障がい児医療訓練事業

子ども医療費助成

重点項目11を参照（46ページ）

　夜間急病センター（小児科の診療時間：19時
～翌朝7時）の運営により、夜間の急病患者の
医療を確保する。

　土曜午後及び日曜・祝祭日に当番体制を組
むことにより、休日昼間の急病患者の医療を確
保する。

　救急医療機関との円滑な連携体制のもとに、
休日夜間等に入院治療を必要とする重症救急
患者に対する医療を確保する。

　小児慢性特定疾患児の療養支援を実施し、
子育て家庭の医療費の軽減を図る。また、療養
生活における不安の解消を図るため、療育に関
する相談、指導を行う。

　心身に障がいのある乳幼児を早期に診断し、
理学療法、作業療法、言語聴覚療法などを行う。

　小学生までの子どもに対し、保健の向上及び
福祉の増進を図ることを目的に、医療費の一部
を助成する。

番号 　　　      事業名 　　　　　　　　　                  事業内容/達成目標　　　　           　　　　      担当部

2-2-1

2-2-2

2-2-3

2-2-4

2-2-5

2-2-6

2-2-7

基本施策３　子どもと母親の健康を守る取り組み
　子どもが健やかに育つよう、疾病・障がいの早期発見が図られる体制及びきめ細やかに相談を
受けられる体制を維持します。
　「食」に関する知識と「食｣を選択する能力を身につけ、豊かな食生活を送ることができる能力を
はぐくむ「食育｣を推進します。また、母親となる女性が健康を維持できるような健診体制も確保して
いきます。

保）保健所

保）衛生研究所

保）衛生研究所

保）衛生研究所

乳幼児健康診査の充実

新生児マス・スクリーニン
グ

神経芽細胞腫
マス・スクリーニング

胆道閉鎖症
スクリーニング

重点項目12を参照（47ページ）

　全新生児を対象に、先天性代謝異常疾患を早
期発見するための検査を実施する。なお、乳児突
然死やインフルエンザ脳症等の未然防止も含め
て対象疾患の追加を検討する。
【対象疾患】Ｈ20年度：27疾患⇒Ｈ26年度：30疾患

　１歳６か月児を対象に神経芽細胞腫を早期発
見するための検査を実施する。
【受検率】Ｈ20年度：74.8％⇒Ｈ26年度：80％

　生後１か月児を対象に、胆道閉鎖症を早期発
見するための検査を実施する。
【受検率】Ｈ20年度：97％⇒Ｈ26年度：100％

番号 　　　      事業名 　　　　　　　　　                  事業内容/達成目標　　　　           　　　　  　　担当部

2-3-1

2-3-2

2-3-3

2-3-4

■■ 疾病や障がいの早期発見

保）保健所

保）保健所

保）保健所

保）保健所

チャレンジむし歯ゼロ
セミナー

乳幼児期から始める生活
習慣病予防啓発

子どもの事故予防、
心肺蘇生法の普及啓発

予防接種の推進

　１歳～２歳の乳幼児と保護者に対しての、食生活
や歯磨きの集団指導を保健センターで実施する。
【むし歯のない3歳児の割合】
Ｈ20年度：78.2％⇒Ｈ24年度：80％以上

　保護者を対象に、生活リズムや食生活、歯の健
康等に関する啓発を実施する。
【健康教育参加者数】
Ｈ20年度：3,005人⇒Ｈ26年度：増やす

　乳幼児の家庭内における事故予防や心肺蘇生
法等に関する正しい知識の普及啓発を実施する。
【乳幼児健診等における啓発者数】
Ｈ20年度：14,725人⇒Ｈ26年度：増やす

　乳幼児を対象に、予防接種法に基づく予防接
種（麻しん、風しん等）を実施する。
【麻しんの第1期、第2期予防接種率】
第1期　Ｈ20年度：98.3％⇒Ｈ26年度：98.5％
第2期　Ｈ20年度：91.3％⇒Ｈ26年度：95.0％

番号 　　　      事業名 　　　　　　　　　                  事業内容/達成目標　　　　           　　　　  　　担当部

2-3-5

2-3-6

2-3-7

2-3-8

■■ 疾病や事故の予防


